
一

（
内
閣
委
員
会
）

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
七
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
不
特
定
の
者
に
対
し
情
報
の
発
信
を
行
う
者
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
単
に
発
信
さ

れ
た
情
報
の
不
特
定
の
者
へ
の
提
示
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
者
を
除
く
。
）
は
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

１

国
内
に
あ
る
不
特
定
の
者
に
対
し
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
又
は
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ

ル
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
す
る
行
為

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
国
内
に
あ
る
不
特
定
の
者
に
対
し
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
に
誘
導
す
る
情
報

を
発
信
す
る
行
為

二
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
当
た
っ
て
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
を
行
う
こ
と
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
旨
の
周
知
徹
底
を
図
る
た
め
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


